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▲

問い合わせ　税務課　☎73-3006
１月は償却資産（固定資産税）の申告月です 確定申告に関するご案内

　
償
却
資
産
は
、
会
社
や
個
人
事
業
主
が
所

有
し
て
い
る
事
業
用
資
産
で
、
固
定
資
産
税

の
課
税
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
市
内
に
所
有
し
て
い
る
人
は
、
法
人
・
個

人
に
関
わ
ら
ず
、
令
和
６
年
１
月
１
日
現
在

の
所
有
状
況
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
確
定
申
告
を
す
る
人
も
別
途
申
告
が
必
要
で
す
。

太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
た
場
合

　
住
宅
用
で
あ
っ
て

も
、
発
電
規
模
が
10
　

kW
以
上
の
設
備
で
あ

れ
ば
、
償
却
資
産
の

対
象
と
な
る
た
め
申

告
が
必
要
で
す
。

乗
用
装
置
の
あ
る
農
耕
用
特
殊
自
動
車
を

取
得
さ
れ
た
場
合

　
ト
ラ
ク
タ
ー
、
コ
ン
バ
イ
ン
、
田
植
機
な

ど
で
乗
用
装
置
が
あ
る
も
の
は
、
最
高
速
度

に
よ
っ
て
、
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）
か

軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

種
類
を
確
認
し
、
そ
れ
ぞ
れ
申
告
や
登
録
を

し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
期
間
　
１
月
３１
日
（
水
）
ま
で

　
昨
年
申
告
し
た
人
に
は
、
12
月
上
旬
に
申

告
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
変
更
の
有

無
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
次
の
場
合
は
、
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

•
申
告
書
が
ま
だ
届
い
て
い
な
い

•
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
新
た
に
償
却

　
資
産
を
取
得
し
た
（
事
業
を
始
め
た
）

確
定
申
告
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
さ
ら
に
便
利
に
！

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
、「
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら
申
告
書

を
作
成
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

て
e
-T
a
x
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
自
動
計
算
で
確
定
申
告
書
を
作
成

　
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
を
利
用
す
る

と
、
画
面
の
案
内
に
沿

っ
て
金
額
な
ど
を
入
力

す
る
だ
け
で
、
自
動
計

算
で
作
成
で
き
ま
す
。

●
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら

　多
様
な
書
類
の
作
成
が
可
能

　
青
色
申
告
決
算
書
、
収
支
内
訳
書
が
作
成

で
き
ま
す
。
消
費
税
の
申
告
に
も
対
応
し
て

い
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
で
自
動
入
力

　
さ
ら
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
す

る
と
、
一
部
の
控
除
証

明
書
な
ど
の
デ
ー
タ
を
、

自
動
入
力
で
き
ま
す
。

集
計
や
入
力
の
手
間
が

か
か
り
ま
せ
ん
。

観
音
寺
税
務
署
で
の
確
定
申
告

開
設
期
間
　

　
２
月
16
日
（
金
）
〜
３
月
15
日
（
金
）

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

※
期
間
前
は
、
作
成
済
み
の
申
告
書
な
ど
の

提
出
の
み
、
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

受
付
時
間
　

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

　（
相
談
開
始
は
午
前
９
時
〜
）

入
場
整
理
券
に
つ
い
て

　
混
雑
緩
和
の
た
め
、

入
場
整
理
券
を
会
場
で

当
日
配
付
ま
た
は
国
税

庁
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前

発
行
し
ま
す
。

※
整
理
券
の
配
付
状
況
に
応
じ
て
、
受
け
付

け
終
了
時
間
の
繰
り
上
げ
や
後
日
の
来
場

を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

来
場
時
の
準
備
物

•
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

•
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
２
種
類
（
数
字
４
桁
、
英
数
字
６
〜
16
文

字
）
の
暗
証
番
号
が
必
要

•
青
色
申
告
書
ま
た
は
収
支
内
訳
書

　（
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
な
ど
）
が
あ
る

　
人
の
み
）

•
医
療
費
控
除
の
明
細
書
（
該
当
者
の
み
）

※
書
類
は
必
ず
事
前
作
成
の
上
、
来
署
し
て

く
だ
さ
い
。
未
記
入
の
場
合
は
、
会
場
に

ご
案
内
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
令
和
５
年
分
の
認
定
か
ら
、
対
象
者
が
、
次

の
と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。
基
準
日
（
各
年

12
月
31
日
）
時
点
で
65
歳
以
上
の
人
は
、
対
象

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
申
請
は
、
介
護

保
険
課
ま
た
は
各
支
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
控
除
対
象
年
内
に
亡
く
な
っ
た
人
の
基
準
日

は
「
死
亡
日
」
と
な
り
ま
す
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
令
和
４
年
分
以
前
の
認
定
に
係
る
申
請
は
、

変
更
前
の
基
準
で
判
定
し
ま
す
。

確定申告に利用できる「障害者控除対象者認定書」の認定基準が変わりました
▶申し込み・問い合わせ　介護保険課　☎73-3017

変
更
前
（
令
和
4
年
分
ま
で
）

変
更
後
（
令
和
５
年
分
か
ら
）

▲確定申告書等
　作成コーナー

▲国税庁のLINE
　登録はこちらから

▲マイナポータル
　連携特設ページ

お知らせ

区
　
分

障
害
者

特
別
障
害
者

基
　
準

　
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医

意
見
書
な
ど
で
、
知
的
障
が
い

者
（
軽
度
・
中
度
）
に
準
ず
る

と
認
め
ら
れ
る

　
要
介
護
認
定
に
係
る
主
治
医

意
見
書
な
ど
で
、
知
的
障
が
い

者
（
重
度
）
ま
た
は
寝
た
き
り

高
齢
者
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ

る

種
類

構
築
物

舗
装
路
面
、
外
構
工
事
、
看
板
、

受
変
電
設
備
、
L
A
N
配
線
、

壁
面
サ
イ
ン
工
事
、

賃
借
人
に
よ
る
内
装
　
　
　
な
ど

旋
盤
な
ど
の
工
作
機
械
、

太
陽
光
発
電
設
備
　
　
　
　
な
ど

大
型
特
殊
自
動
車
、
貨
車
、

構
内
運
搬
車
、
客
車
　
　
　
な
ど

※
自
動
車
税
ま
た
は
軽
自
動
車
税

　
の
課
税
対
象
車
両
は
除
く

漁
船
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
　
な
ど

O
A
機
器
、
机
、
自
動
販
売
機
、

ル
ー
ム
エ
ア
コ
ン
、
金
型
、

立
看
板
、
漁
具
、
貸
植
木
　
な
ど

機
械
、

装
置

船
舶

車
両
、

運
搬
具

工
具
、

器
具
、

備
品

償
却
資
産

分
 類

時
速

35
㎞
以
上

時
速

35
㎞
未
満

大
型
特
殊

自
動
車

小
型
特
殊

自
動
車

軽
自
動
車
税

固
定
資
産
税

申
告
が
必
要

最
高
速
度

課
税
の
種
類

主
な
償
却
資
産
の
例

　
令
和
４
年
分
の
確
定
申
告

を
し
た
人
の
う
ち
、
３
人
に

２
人
が
e
-T
a
x
で
申
告
を

し
て
い
ま
す
。

区
　
分

障
害
者

特
別
障
害
者

要
介
護
４
に
認
定
さ
れ
て
い
る

要
介
護
５
に
認
定
さ
れ
て
い
る

基
　
準

　軽
自
動
車
税
は
、
次
の
も
の
を
所
有
し

て
い
る
と
い
う
事
実
に
対
し
て
、
所
有
者

に
納
税
義
務
が
生
じ
ま
す
。

軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ
る
も
の

•
原
動
機
付
自
転
車

•
農
耕
用
を
含
む
小
型
特
定
自
動
車

•
三
輪
ま
た
は
四
輪
の
軽
自
動
車

•
二
輪
の
小
型
自
動
車

原
動
機
付
自
転
車
・
小
型
特
殊
自
動
車

を
所
有
す
る
人

　
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
は
、
課
税
対
象
で

あ
る
こ
と
を
示
す
課
税
標
識
で
す
。

　
使
用
の
有
無
や
公
道
を
走
行
す
る
し
な

い
に
関
わ
ら
ず
、
車
両
へ
の
付
着
義
務
が

あ
り
ま
す
。
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
付
い

て
い
な
い
小
型
特
殊
自
動
車
な
ど
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
必
ず
、
税
務
課
ま
た
は
各

支
所
で
標
識
交
付
申
請
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
乗
用
の
田
植
機
、
コ
ン
バ

イ
ン
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、
農
耕

作
業
用
ト
レ
ー
ラ
ー
な
ど
を

所
有
し
て
い
る
人
も
、
市
へ

登
録
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

※
標
識
返
納
（
廃
車
）
は
、「
廃
棄
」「
譲
渡
」

「
転
出
」「
盗
難・紛
失
」
の
場
合
に
限
り
、

受
け
付
け
ま
す
。

※
標
識
が
無
い
ま
ま
車
両
を
所
有
し
て
い

る
期
間
に
つ
い
て
は
、
さ
か
の
ぼ
っ
て

課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▲

問い合わせ　税務課　☎73－3006

原付や小型特殊自動車（農耕用含む）にナンバープレートを付けましょうくらし

▲

問い合わせ　税務課　　　　☎73－3006
観音寺税務署　☎25－2191

お知らせ健康お知らせ

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

設
置
者

法
　
人

申
告
が
必
要

申
告
不
要

申
告
が
必
要

個
　
人

（
住
宅
用
）

個
　
人

（
事
業
用
）

発
電
規
模
が

10
　

kW
以
上

（
全
量
売
電
・

 余
剰
売
電
）

発
電
規
模
が

10
　

kW
未
満

（
余
剰
売
電
）

e-taxで
申請！


